
平 成 １ ６ 年 １ ０ 月 教 育 長 定 例 記 者 会 見 資 料

事 項 内 容 備 考

「いばらき教育の日」 本県では、１１月１日を 、１１月からの１ヶ月を とする条例を今年６月に 企画広報室 広報・広聴担当「いばらき教育の日 「いばらき教育月間」」
及び「いばらき教育月 制定したところです。 （内線 ５１５２）
間」について １１月１日に記念式典を開催し、その後１ヶ月間を教育月間として、県や各市町村、団体が様々な取組を集中して実施

します。
実施内容については、以下のとおりです。

みんなで教育を考える
１．条例制定記念『いばらき教育の日』推進大会 について
概要
日時／平成１６年１１月１日（月） 午前９時３０分開会◆
会場／県民文化センター 大ホール◆

みんなで教育を考える
主催／茨城県 茨城県議会 「いばらき教育の日」推進実行委員会◆
内容／・記念講演Ⅰ「日本の教育改革」◆

講師 鳥居 泰彦 先生（中央教育審議会会長・前慶應義塾塾長）
・記念講演Ⅱ「食育のすすめ」～大切なものを失った日本人～

講師 服部 幸應 先生（学校法人 服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長）
・パネルディスカッション
「みんなで考えよう いばらきの教育」－学校だけに任せていいの？－

２．いばらき教育月間における関連事業について

・９月末現在で、県や市町村、学校、団体等において、総数２，１６２事業の実施が予定されています。
（内訳）
事業主体 事業数
県関係 １５２
市町村関係 ５７７
学校公開関係 １，４１４
民間団体等 １９
合 計 ２，１６２

・全県的に展開する主な取組として、次のことを実施します。
① の実施「学校公開」
各学校で、地域の方々に授業内容や学校行事に参加してもらい、地域に開かれた学校づくりを進める。

② の実施「あいさつ・声かけ運動強調月間」
小学校区や自治会等の各地域ごとに、大人たちが積極的に子どもたちにあいさつ・声かけ運動を行う。

③ の実施「高校生さわやかマナーアップキャンペーン」
県内全ての高等学校とＰＴＡ、警察署等が連携して、学校の最寄り駅等でキャンペーンを行う。

３．県職員の行動目標について

知事を本部長とする「いばらき教育の日」推進本部において、県職員が率先して家庭や地域の活動に参画するた
めに、次の４つの行動目標を定めたところです。

（平成１６年１０月２１日推進本部決定）

【県職員行動目標】
１ 「あいさつ・声かけ運動」に積極的に参加します。．
２ 「学校公開」に積極的に参加します。．
３．地域活動やボランティア活動等に積極的に参加します。
． ， ， ，４ 定時退庁日 家庭の日などには 家族との会話や子どもとふれあう機会を持つとともに
地域活動にも積極的に関わるよう努めます。


